
隠岐の島町島留学促進事業補助金交付要綱 

令和２年２月７日 

告示第16号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、隠岐の島町への島留学を促進し、もって定住・交流人口拡大

を図ることを目的として、下宿等へ入居する島留学生に対して、予算の範囲内に

おいて交付する隠岐の島町島留学促進事業補助金（以下「補助金」という。）に

関し、隠岐の島町補助金等交付規則（平成16年隠岐の島町規則第36号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 島留学生 本町に所在する高等学校（隠岐水産高校専攻科を含む）に就

学又は通学する者で、本町に転入した者をいう。 

（２） 転入日 島留学生が住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定によ

り本町に住民登録の届出を行った年月日 

（３） 下宿等 島留学生が通学のために賃貸借契約した下宿、間借り又は民間

の賃貸住宅。ただし、親族等が所有する持ち家等に居住するものを除く。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

下宿等の賃貸借契約を締結した島留学生とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。 

（１） 生活保護法（昭和25年法律第144号）の適用を受けている者及び受けよう

とする者 

（２） 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員である者 

（３） 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受け

ている者 



（４） 当該事業に関して住居手当制度等による住宅の賃貸借契約に係る手当を

受けている者。 

（補助対象費用） 

第４条 補助金の交付対象となる費用（以下「補助対象費用」という。）は、下宿

等の家賃（下宿にあっては部屋代、間借りにあっては光熱水費及び管理費を除く

部屋代、民間の賃貸住宅にあっては共益費等を除く家賃に限る。）とする。ただ

し、敷金礼金及び仲介手数料は除く。 

（補助対象期間） 

第５条 補助対象となる期間は、島留学生が入学を許可された月から卒業証書を授

与された月までとする。 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象費用の１月に相当する額の３分の２とし、当該金

額が20,000円を超える場合は、これを上限とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、隠岐の

島町島留学促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添付して、町

長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、申請者に係る第３条第２項

各号に掲げる要件を審査し、補助金の交付の適否を決定するとともに、当該決定

の内容を隠岐の島町島留学促進事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、

申請者に通知するものとする。 

（決定内容の変更等） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決

定の内容を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町島留学促進事業補助金変更

（中止）承認申請書（様式第３号）に必要な書類を添付し、あらかじめ町長の承

認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請書等の書類の審査等を行



い、変更内容が適正であると認めたときは当該申請を承認し、隠岐の島町島留学

促進事業補助金変更（中止）承認通知書（様式第４号）により補助事業者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、次の各号に掲げるもののうちいずれか早い日までに、隠岐

の島町島留学促進事業補助金実績報告書（様式第５号）に必要な書類を添付し、

町長に提出しなければならない。 

（１） 下宿等退去の日から起算して30日以内 

（２） ３月31日 

（補助金の額の確定） 

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補

助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金

の交付額を確定し、隠岐の島町島留学促進事業補助金確定通知書（様式第６号）

により速やかに補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、隠岐の島町島留学促

進事業補助金（概算払）請求書（様式第７号）による補助事業者からの請求に基

づき補助金を交付するものとする。ただし、事業内容を審査し適当と認められた

ときは、確定前に補助金交付決定額の２分の１の範囲内で概算払をすることがで

きる。 

（交付決定の取消し） 

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しく

は町長の処分に従わなかったとき。 

２ 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を



付して隠岐の島町島留学促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）によ

り、補助事業者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に

ついても適用する。 

（補助金の返還等） 

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、

その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者

に対し隠岐の島町島留学促進事業補助金返還命令書（様式第９号）により期限を

定めて返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以降に申請を

行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


